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佐久市病院事業公告第４５号 

 

佐久市立国保浅間総合病院売店及び自動販売機運営事業者募集について 

 

 佐久市立国保浅間総合病院における売店及び自動販売機運営事業者を募集しますので、参

加希望がある場合は、次により参加申込書等を提出してください。 

 

令和７年１２月１２日 

 

 

佐久市病院事業管理者 青木 敬宏 

 

 

1 業務概要 

 (1) 業務名 

   佐久市立国保浅間総合病院売店及び自動販売機運営業務 

 (2) 運営内容 

   運営業者は、当院が指定する建物の一部を有償で使用し売店及び自動販売機運営業務

に必要な施設整備等を行い、当院利用者に対するサービス向上と職員の福利厚生のた

め売店及び自動販売機の運営をする。 

 (3) 運営場所 

   長野県佐久市岩村田 1862 番地 1 佐久市立国保浅間総合病院内 

 (4) 施設使用形態 

 運営事業者は、売店及び自動販売機に使用する部分について、地方自治法（昭和 

22 年法律第 67 号）第 238 条の 4 第 7 項の規定に基づき、行政財産を常に善良な管理

者の注意を持って使用すること。 

 (5) 運営期間 

   令和８年４月 1日から令和１８年３月３１日まで 

   ただし、運営業者は、「行政財産使用許可申請書」を提出し、行政財産の使用許可を受けるも

のとする。 

   また、次のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消し、又は許可しないことがある。 

  ア 公用又は公共用に供するため、必要とするとき。 

  イ 使用許可条件に違反する行為があると認められるとき。 

  ウ 詐欺その他不正な手段により使用許可を受けたとき。 

(6) その他 

別添「佐久市立国保浅間総合病院売店及び自動販売機運営業務仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり 
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2 事業者の選定方法 

  運営事業者の選定は、公募型プロポーザル方式により行う。 

 

3 参加資格 

 (1) 本業務に関する公募型プロポーザル参加者は、次に掲げる全ての条件を満たす法人又

は個人事業主とする。 

なお、応募者は、チェーン本部又はフランチャイズ加盟店、個人事業主のいずれも可と

するが、使用者（使用許可を受けた者）がチェーン本部で、運営をフランチャイズ加盟店

に任せる場合は、フランチャイズ加盟店の名称その他当院が必要とする情報が記載され

たフランチャイズ契約書等の書類を使用許可後に提出するものとする。 

また、同一の法人、個人、団体又は代表者等が本募集に関して重複して複数の応募申込

を行った場合、その者の提案は無効とする。下記に掲げる要件を全て満たすこと。 

  ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規程に該当しない者で

あること。 

  イ 長野県内に事業者の本店または支店（営業所）を有していること。 

  ウ 佐久市に対し納付義務がある税、使用料、手数料その他の金銭並びに消費税及び地

方消費税を滞納している者でないこと。 

  エ 暴力団又はその他暴力的集団の構成員や、反社会的又は公共の安全や福祉を脅かす

おそれのある団体等に属するものでないこと。 

  オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされ

ている法人等（更生手続開始の決定を受けている法人等を除く）又は、民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている法人等

（更生手続開始の決定を受けている法人等を除く）でないこと。 

  カ 公告の日から審査終了の日までの間に、佐久市建設工事等入札参加資格者に係る指

名停止要綱（平成 24 年佐久市告示第 8 号）又は佐久市物品購入等入札参加資格者

に係る入札参加等停止措置要綱（平成 24 年佐久市告示第 109 号）に基づく指名停

止の措置がなされていないこと。 

  キ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）等に抵

触する行為を行っていない者であること。 

  ク 業務開始までに、業務に必要な資格の取得、人員確保、従業員の研修、器材の調達

等が完了し、営業開始予定日に滞りなく事業を開始できること。 

 (2) フランチャイズ方式で応募を行う場合は、チェーン本部からの公募型プロポーザル参

加承諾書兼支援誓約書（様式第 3 号）を添付すること。 

 

4  資料の交付等 

 (1) 資料は、佐久市立国保浅間総合病院ホームページからダウンロードして使用すること。 

    (ホームページアドレス asamaghp.jp/ ) 
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5  参加意思表明の方法 

 (1) 提出書類 

  ア 公募型プロポーザル参加意思表明兼誓約書（様式第 1 号） 

  イ 売店の運営実績書（様式第 2 号） 

  ウ 公募型プロポーザル参加承諾書兼支援誓約書（様式第 3 号）  

※ウについては、該当する場合のみ提出 

 (2) 提出方法 

   「公募型プロポーザル参加意思表明書」と明記した封筒に(1)の書類を同封し、事務局

へ持参、又は郵送（配達証明付書類郵便に限る。）で提出するものとする。なお、郵送に

よる提出は、提出期限内に提出先に必着とする。 

 (3) 提出先 

   〒385－8558 長野県佐久市岩村田 1862 番地 1 

   佐久市立国保浅間総合病院 総務課 総務係 

 (4) 提出部数 

   １部 

 (5) 提出期限 

   令和７年１２月２２日（月）から令和７年１２月２５日（木）までの毎日、午前９時

から午後４時まで。 

 

6  参加資格 

  参加者は、本公告に基づき参加意思表明書を提出し、参加資格決定通知後、参加資格を

得るものとする。 

 

7  質問および回答 

  提案にあたり質問事項等がある場合は、次のとおり提出すること。 

 (1) 提出書類 

   公募型プロポーザル質問票（様式第 4 号） 

 (2) 提出期限 

   令和７年１２月１５日（月）から令和７年１２月１８日（木）までの毎日、午前９時

から午後４時まで。 

 (3) 提出方法 

   電子メール（アドレス asama-soumu@city.saku.nagano.jp）または 

ファックス（0267-67-5923）による。 

 (4) 質問への回答 

   令和７年１２月２２日（月）、ホームページ「入札情報ページ」に掲載。 

 

8  提案書の提出 

  提案書は、次の（1）の項目について記載し、（2）から（7）により提出するものとする。 

 

mailto:asama-soumu@city.saku.nagano.jp
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 (1) 提案項目 

№ 提案項目 記載事項 

１ 運営方針および営業時間 ・運営方針 

・営業時間（夜勤者への配慮） 

２ 提供商品および販売価格 ・商品の種類および品揃えのコンセプト 

・販売価格設定の考え方 

３ 付加サービス ・対応可能な各種クレジットカードや電子マネー

等の種類 

・その他付加サービスの内容およびその料金 

４ 店舗イメージ ・障害者、車椅子使用者および点滴スタンド使用

者等への配慮 

・店内レイアウト（配置の工夫等） 

５ 運営体制 ・従業員配置計画 

・緊急時および苦情への対処方法 

・品質管理や衛生管理の取り組み 

６ スケジュール ・具体的な開設スケジュール 

７ 自由提案 ・アピールポイント（地産品活用、職員割引等） 

・各種自動販売機の設置等による当院施設の有効

活用策（具体的な場所や活用方法等を自由に提

案してください。） 

※提案内容により､本部分の採択および開始時期

は､売店運営業務と切り離して行う場合がある｡ 

 (2) 提出書類 

  ア 公募型プロポーザル提案書【表紙】（様式第 5 号） 

  イ 公募型プロポーザル提案書（任意様式、両面 30 ページ（15 枚）以内） 

 (3) 提出方法 

   「公募型プロポーザル提案書在中」と明記した封筒に(1)の書類を同封し、事務局へ持

参し、又は郵送（配達証明付書類郵便に限る。）するものとする。 

 (4) 提出先 

   〒385－8558 長野県佐久市岩村田 1862 番地 1 

   佐久市立国保浅間総合病院 総務課 総務係 

 (5) 提出期限 

   令和８年１月１４日（水）から令和８年２月２日（月）までの午前９時から午後４時

まで。 

 (6) 提出部数 

   正本 1 部、副本 7 部（コピー可） 

 (7) その他留意事項 

   提出書類は、Ａ４サイズ縦長とし、ページ番号を付すること。 

 (8) 提案書には、業者名を記載しないこと。 
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9  審査方法 

 (1) 適切な契約の相手方となる候補者と次点者を選定するため、売店及び自動販売機運営

事業業務提案審査委員会（以下「審査委員会」という。）において、提出された書類の審査

を行う。 

  ア 開催日時  令和８年２月５日（木）予定 プレゼンテーション 

  イ 開催場所  佐久市立国保浅間総合病院南棟２階 会議室 

  ウ 出 席 者  説明者を含め２名以内 

  エ 説明時間  各３０分程度（提案説明２０分、質疑応答１０分） 

  オ そ の 他  開催時間は提案者に別途お知らせします。プロジェクターおよび各種ケ

ーブルは病院側で準備するが、パソコンは提案者が準備すること。 

 (2) 評価基準 

   審査委員会では、別紙「評価基準表」に基づき評価し審査を行うものとする。 

(3) 審査決定の通知 

   審査結果は、プレゼンテーションの実施後、１週間以内に全提案者に対し文書を持っ

て通知する。なお、審査結果および審査経過についての問合せや異議申し立てについて

は一切応じない。 

 

10  その他 

  (1) 公募型プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。 

  (2) 提出された一切の書類は返却しない。 

  (3) 提出された書類の差し替えおよび再提出は認めない。 

  (4) 郵送により書類を提出する場合は受付期間中必着とし、郵便事故等のリスクは申請

者の負担とする。 

  (5) 提出書類は、受託可能な事業者を選定するための資料であり、無断で公募型プロポ

ーザル以外の目的に使用しない。 

 

11  本件に関する問い合わせ先 

   佐久市立国保浅間総合病院 総務課 総務係 

    TEL：0267－67－2295（内線 2421） 

    FAX：0267－67－5923 

    メールアドレス： asama-soumu@city.saku.nagano.jp  


